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(57)【要約】
例えば高速道路における自動運転において、同じ場所で
無駄な減速等の処理をしないように制御可能とするノイ
ズキャンセル学習装置、及び、それを備えた車両を提供
する。ノイズキャンセル学習装置１４の検知判断処理部
１４３は、認知物体及び自車位置情報と関連付けて、認
知物体を判断物体として情報記憶部１４４(のデータテ
ーブル)に記憶させておき、自車位置推定部１４２で推
定された自車１の位置に基づいて、センサ認識認知部１
４１で認知された認知物体と情報記憶部１４４(のデー
タテーブル)に記憶させた判断物体とが一致しているか
否かを判断して、センサ認識認知部１４１で認知された
認知物体の正否を判断する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車の位置を推定する自車位置推定部と、
　前記自車の周囲に存在する対象物を認知対象物として認知するセンサ認識認知部と、
　前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物の正否を判断する検知判断処理部と
、
　前記自車位置推定部で推定された前記自車の位置を記憶するための情報記憶部とを備え
、
　前記検知判断処理部は、前記認知対象物及び前記自車の位置と関連付けて、前記認知対
象物を判断対象物として前記情報記憶部に記憶させておき、前記自車位置推定部で推定さ
れた前記自車の位置に基づいて、前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物と前
記情報記憶部に記憶させた前記判断対象物とが一致しているか否かを判断して、前記セン
サ認識認知部で認知された前記認知対象物の正否を判断することを特徴とするノイズキャ
ンセル学習装置。
【請求項２】
　前記検知判断処理部は、
　前記自車位置推定部で推定された前記自車の位置と前記情報記憶部に記憶させた前記自
車の位置とが一致しない場合、前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物と前記
情報記憶部に記憶させた前記認知対象物とが一致しない場合、又は、前記センサ認識認知
部で認知された前記認知対象物と前記認知対象物及び前記自車の位置と関連付けて前記情
報記憶部に記憶させた前記判断対象物とが一致する場合、前記センサ認識認知部で認知さ
れた前記認知対象物に基づき、前記自車の走行制御に使用する車両制御情報を生成すると
ともに、前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物を前記判断対象物として前記
情報記憶部に記憶させ、
　前記自車位置推定部で推定された前記自車の位置と前記情報記憶部に記憶させた前記自
車の位置とが一致する場合、前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物と前記情
報記憶部に記憶させた前記認知対象物とが一致する場合、かつ、前記センサ認識認知部で
認知された前記認知対象物と前記認知対象物及び前記自車の位置と関連付けて前記情報記
憶部に記憶させた前記判断対象物とが一致しない場合、前記情報記憶部に記憶させた前記
判断対象物の基づき、前記自車の走行制御に使用する車両制御情報を生成することを特徴
とする、請求項１に記載のノイズキャンセル学習装置。
【請求項３】
　前記検知判断処理部は、前記認知対象物をトラッキングしたトラッキング情報を前記認
知対象物並びに前記判断対象物と関連付けて前記情報記憶部に記憶させることを特徴とす
る、請求項１に記載のノイズキャンセル学習装置。
【請求項４】
　前記検知判断処理部は、前記情報記憶部に記憶させた前記認知対象物に前記トラッキン
グ情報が有るか否かを判断し、前記トラッキング情報が有る場合、前記トラッキング情報
上で直前のトラッキング情報における認知対象物と前記センサ認識認知部で認知された前
記認知対象物とを比較し、比較結果が一致しない場合、前記トラッキング情報をさかのぼ
り、前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物にて前記情報記憶部に記憶させた
前記判断対象物を更新することを特徴とする、請求項３に記載のノイズキャンセル学習装
置。
【請求項５】
　前記検知判断処理部は、前記情報記憶部に記憶させた前記認知対象物に前記トラッキン
グ情報が有るか否かを判断し、前記トラッキング情報が有る場合、前記トラッキング情報
上で直前のトラッキング情報における認知対象物と前記センサ認識認知部で認知された前
記認知対象物とを比較し、比較結果が一致しない場合、前記トラッキング情報をさかのぼ
り、予め設定した誤検知フラグを更新することを特徴とする、請求項３に記載のノイズキ
ャンセル学習装置。
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【請求項６】
　前記検知判断処理部は、前記認知対象物とともに、前記センサ認識認知部で前記対象物
を前記認知対象物として認知した時刻又は天候の少なくとも一方を前記情報記憶部に記憶
させることを特徴とする、請求項１に記載のノイズキャンセル学習装置。
【請求項７】
　前記検知判断処理部は、前記認知対象物とともに、前記センサ認識認知部で前記対象物
を前記認知対象物として認知するための前記対象物の認識パタン及び該対象物までの距離
を前記情報記憶部に記憶させることを特徴とする、請求項１に記載のノイズキャンセル学
習装置。
【請求項８】
　前記情報記憶部に記憶された情報を含むデータテーブルを外部に設けられたデータセン
タに送信するとともに、前記データセンタから前記自車と同種の他車両における前記デー
タテーブルと関連する情報を受信するデータ送受信部を更に備えることを特徴とする、請
求項１に記載のノイズキャンセル学習装置。
【請求項９】
　請求項１に記載のノイズキャンセル学習装置と、
　地図情報を配信する地図配信ユニットと、
　位置情報を受信する位置情報受信装置と、
　前記自車に搭載され、前記自車の周囲を認識するセンサと、
　前記ノイズキャンセル学習装置で生成された車両制御情報に基づいて、前記自車の走行
状態を制御する車両制御装置と、を備えることを特徴とする車両。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノイズキャンセル学習装置、及び、それを備えた車両に係り、同じ場所で無
駄な減速等の処理をしないように制御可能とするノイズキャンセル学習装置、及び、それ
を備えた車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、高速道路における自動運転では、200m先の路上落下物を検知する必要がある。
【０００３】
　200m先の路上落下物の検知は、車載カメラでの認識の場合、図１０のような路面の傷や
補修跡などを誤認識しやすく、このようなノイズの除去が課題となっている。
【０００４】
　一方、ミリ波レーダを用いる場合も、素材によって電波反射強度が異なるため、例えば
、図１１のような橋の継ぎ目の金属部を凸と誤認識することがある。
【０００５】
　自動運転レベル3以上では、運転の権限は車両側にあるため、疑わしき物体を検知した
際は、安全のために減速・回避を行う必要があり、ノイズとなり得る物体や路面模様が多
い場所では、高速道路であっても高速走行が難しいという課題がある。
【０００６】
　上記した路上障害物に関する情報を検知するシステムの一例として、例えば特許文献１
では、道路上に存在する障害物に関する情報を安全かつ迅速に他の車両に通知することを
可能とする道路通信システム、移動体装置、及び、移動体装置の情報処理方法が開示され
ている。
【０００７】
　例えば、特許文献１に記載の道路通信システムは、車両に搭載された移動体装置と、道
路上またはその近傍に配置された路側装置と、路側装置を管理する中央管理装置と、を有
し、移動体装置は、道路を含む画像を撮像する撮像手段と、撮像手段によって撮像された
画像を解析し、道路上の物体を検出する解析手段と、解析手段によって検出された物体が
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障害物であるか否かを判定する判定手段と、判定手段によって障害物であると判定された
場合には、当該障害物に関する情報を記憶する記憶手段と、を有し、路側装置は、移動体
装置の記憶手段に記憶されている障害物に関する情報を取得する取得手段と、取得手段に
よって取得された障害物に関する情報を中央管理装置に送信する送信手段と、を有し、中
央管理装置は、路側装置の送信手段によって送信された障害物に関する情報を受信する受
信手段と、受信手段によって受信された障害物に関する情報またはこれに関連する情報を
呈示する呈示手段と、を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－３２３１１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１に記載の従来技術では、センサでとらえた情報を中央管理装置を通して
共有するため、人手で実施していた情報の更新に比べて、迅速に情報(状況)の共有が可能
であるものの、現在存在している物体の真の情報を共有するのみである。そのため、前記
のように、路面の傷や補修跡などを路上落下物等の制御対象物と誤認知した場合、その情
報が真の情報として共有されてしまい、次回その場所と同じ場所を走行する際に、無駄な
減速等の処理が発生する可能性がある。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、例えば
高速道路における自動運転において、同じ場所で無駄な減速等の処理をしないように制御
可能とするノイズキャンセル学習装置、及び、それを備えた車両を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明によるノイズキャンセル学習装置は、自車の位置を
推定する自車位置推定部と、前記自車の周囲に存在する対象物を認知対象物として認知す
るセンサ認識認知部と、前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物の正否を判断
する検知判断処理部と、前記自車位置推定部で推定された前記自車の位置を記憶するため
の情報記憶部とを備え、前記検知判断処理部は、前記認知対象物及び前記自車の位置と関
連付けて、前記認知対象物を判断対象物として前記情報記憶部に記憶させておき、前記自
車位置推定部で推定された前記自車の位置に基づいて、前記センサ認識認知部で認知され
た前記認知対象物と前記情報記憶部に記憶させた前記判断対象物とが一致しているか否か
を判断して、前記センサ認識認知部で認知された前記認知対象物の正否を判断することを
特徴とする。
【００１２】
　また、本発明による車両は、前記ノイズキャンセル学習装置と、地図情報を配信する地
図配信ユニットと、位置情報を受信する位置情報受信装置と、前記自車に搭載され、前記
自車の周囲を認識するセンサと、前記ノイズキャンセル学習装置で生成された車両制御情
報に基づいて、前記自車の走行状態を制御する車両制御装置と、を備えることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ノイズキャンセル学習装置の検知判断処理部は、認知対象物及び自車
の位置と関連付けて、認知対象物を判断対象物として情報記憶部に記憶させておき、自車
位置推定部で推定された自車の位置に基づいて、センサ認識認知部で認知された認知対象
物と情報記憶部に記憶させた判断対象物とが一致しているか否かを判断して、センサ認識
認知部で認知された認知対象物の正否を判断する。すなわち、路上落下物等の制御対象物
と誤認知した対象物(路面の傷や補修跡等)をその位置情報と共に車両に記憶させておき、
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次回その場所と同じ場所を走行する際にその記憶情報を用いて走行制御できるので、次回
同じ場所では無駄な減速等の処理をしないように当該車両を制御することができる。
【００１４】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係るノイズキャンセル学習装置の第１実施形態を搭載した車両の概略構
成図。
【図２】図１に示すノイズキャンセル学習装置の動作フロー図。
【図３】ノイズキャンセル学習装置の情報記憶部に格納されるデータテーブルの一例を示
す図。
【図４】ノイズキャンセル学習装置の情報記憶部に格納されるデータテーブルの他例を示
す図。
【図５】ノイズキャンセル学習装置の情報記憶部に格納されるデータテーブルの他例を示
す図。
【図６】ノイズキャンセル学習装置の情報記憶部に格納されるデータテーブルの他例を示
す図。
【図７】ノイズキャンセル学習装置の情報記憶部に格納されるデータテーブルの他例を示
す図。
【図８】ノイズキャンセル学習装置の情報記憶部に格納されるデータテーブルの他例を示
す図。
【図９】本発明に係るノイズキャンセル学習装置の第２実施形態を搭載した車両の概略構
成図。
【図１０】路面の傷や補修跡の一例。
【図１１】橋の継ぎ目の金属部の一例。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態に関して図面を用いて説明する。
【００１７】
［第１実施形態］
　図１は、本発明に係るノイズキャンセル学習装置の第１実施形態を搭載した車両の概略
構成図である。
【００１８】
　図示実施形態の車両１には、センサa1１１、センサa2１２、センサan１３、ノイズキャ
ンセル学習装置１４、地図配信ユニット１５、位置情報受信装置１６、車両制御装置１７
、GPSアンテナ２が搭載され、ノイズキャンセル学習装置１４には、センサ認識認知部１
４１、自車位置推定部１４２、検知判断処理部１４３、情報記憶部１４４が備えられてい
る。
【００１９】
　センサa1１１、センサa2１２、センサan１３は、例えば、車両(自車)１の前方200m以上
検知可能なカメラやレーダ等で構成され、当該センサa1１１、センサa2１２、センサan１
３にて、車両１の周囲を認識し、所定の周期にて、ノイズキャンセル学習装置１４のセン
サ認識認知部１４１に認識結果を送信する。
【００２０】
　センサ認識認知部１４１では、それぞれのセンサa1１１、センサa2１２、センサan１３
で認識した結果から、自車１の周囲に存在する対象物としての物体(歩行者、自転車、バ
イク、車両等)、及び、物体までの距離を認知する(以下、認知した物体及び物体までの距
離をまとめて、物体情報もしくは認知情報ということがある)。詳しくは、センサ認識認
知部１４１では、それぞれのセンサa1１１、センサa2１２、センサan１３で認識した認識
結果を認識パタンと照合し、その認識パタンと一致する物体(対象物)を認知物体(認知対
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象物)として認知するとともに、その認知物体(認知対象物)までの距離を認知する。
【００２１】
　一方、地図配信ユニット１５は、地図情報を配信するためのものであり、位置情報受信
装置１６は、GPS等の位置情報を受信するためのものである。
【００２２】
　ノイズキャンセル学習装置１４の自車位置推定部１４２では、地図配信ユニット１５に
格納されている地図情報と、GPSアンテナ２を通して位置情報受信装置１６にて所定の周
期で受信した車両１の位置情報から、自車位置を推定する。
【００２３】
　ノイズキャンセル学習装置１４の検知判断処理部１４３は、ノイズキャンセル学習装置
１４の情報記憶部１４４に記憶されているデータテーブル(後で詳述)を読み出し、自車位
置推定部１４２で推定された自車位置情報に一致する情報が格納されているか否かを判断
する。一致する情報(データ)がない場合、検知判断処理部１４３は、センサ認識認知部１
４１で認知された物体情報に基づき、自車１の走行制御に使用する車両制御情報を生成し
、車両制御装置１７に出力する。その後、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４
２で推定された自車位置情報、センサ認識認知部１４１で認知した物体(認知物体)、及び
、物体までの距離等を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。
【００２４】
　一方、一致する情報(データ)がある場合、検知判断処理部１４３は、情報記憶部１４４
から読み出したデータテーブルに記憶されている物体までの距離、及び、その時の認識パ
タンと、センサ認識認知部１４１で認知した物体までの距離、及び、物体の認識パタンを
比較する。比較結果が一致しない場合、センサ認識認知部１４１で認知された物体情報に
基づき、自車１の走行制御に使用する車両制御情報を生成し、車両制御装置１７に出力す
る。その後、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推定された自車位置情報
、センサ認識認知部１４１で認知した物体(認知物体)、及び、物体までの距離等を情報記
憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。また、比較結果が一致した場合、データテー
ブルに記憶されている判断物体(後で詳述)に基づき、自車１の走行制御に使用する車両制
御情報を生成し、車両制御装置１７に出力する。その後、検知判断処理部１４３は、自車
位置推定部１４２で推定された自車位置情報、センサ認識認知部１４１で認知した物体(
認知物体)、及び、物体までの距離等を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する
。
【００２５】
　上記で述べた車両制御情報は、認知・検知された物体を回避する必要がある場合(例え
ば、物体が、歩行者、自転車、バイク、車両、路上落下物等である場合)には、車線変更
を含む物体を回避する軌道を実現するためのステアリング、アクセル、ブレーキ制御情報
として車両制御装置１７に出力され、認知・検知された物体を回避せずに走行可能な場合
(例えば、物体が、路面の傷や補修跡、橋の継ぎ目の金属部等である場合)には、これまで
の制御を維持するためのステアリング、アクセル、ブレーキを制御するための情報として
車両制御装置１７に出力される。
【００２６】
　車両制御装置１７は、ノイズキャンセル学習装置１４の検知判断処理部１４３から送信
された車両制御情報に基づき、当該車両１のステアリング、アクセル、ブレーキ等を制御
して、当該車両１の走行状態(減速・回避等)を(自動的に)制御する。
【００２７】
　次に、前記情報記憶部１４４に格納されたデータテーブルの前記検知判断処理部１４３
による作成・更新に関して、図２、図３を用いて説明する。なお、以下の動作は、所定の
周期にて実行されるようになっている。
【００２８】
　図２に示すように、ステップＳ１０１で、ノイズキャンセル学習装置１４は、動作を開
始する。
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【００２９】
　ステップＳ１０２にて、センサ認識認知部１４１は、それぞれのセンサa1１１、センサ
a2１２、センサan１３で認識した結果(センサ認識結果)から、自車１の周囲に存在する対
象物としての物体(歩行者、自転車、バイク、車両等)、及び、物体までの距離を認知する
。
【００３０】
　ステップＳ１０３にて、検知判断処理部１４３は、情報記憶部１４４に記憶されている
図３記載のデータテーブル(換言すれば、過去の記憶情報)を読み出す。
【００３１】
　ステップＳ１０４にて、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推定された
自車位置情報と図３記載のデータテーブルにおける緯度経度が示された位置情報を比較し
、自車位置情報とデータテーブルにおける位置情報とが一致する(換言すれば、過去情報
が有る)場合には、ステップＳ１０５に進み、一致しない場合には、ステップＳ１０７に
進む。
【００３２】
　ステップＳ１０５にて、図３記載のデータテーブルにおけるステップＳ１０４で一致し
た位置情報における認識パタン、及び、物体までの距離と、センサ認識認知部１４１で認
知した物体の認識パタン、及び、物体までの距離とを比較し、それらの認識パタン、及び
、物体までの距離が一致する場合には、ステップＳ１０６に進み、一致しない場合には、
ステップＳ１０７に進む。
【００３３】
　ステップＳ１０６にて、検知判断処理部１４３は、センサ認識認知部１４１で認知され
た認知物体と図３記載のデータテーブルにおける判断物体(後で詳述)を比較し、認知物体
と判断対象物とが一致する場合には、ステップＳ１０７に進み、一致しない場合には、ス
テップＳ１１１に進む。
【００３４】
　ステップＳ１０７にて、検知判断処理部１４３は、センサ認識認知部１４１で認知され
た物体情報(認知情報)に基づき、車両制御情報(つまり、制御信号)を生成し、車両制御装
置１７に出力する。
【００３５】
　また、ステップＳ１０８にて、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推定
された自車位置情報、センサ認識認知部１４１で認知した物体(認知物体)、その時の物体
の認識パタン、及び、物体までの距離(これらをまとめて、センサ認識認知部１４１によ
る認知情報ということがある)を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。また
、認知物体と同様のものを判断物体としてデータテーブルの別エリアに記憶する(特に、
図３のNo.4以降参照)。すなわち、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推
定された自車位置情報、センサ認識認知部１４１で認知した物体(認知物体)等と関連付け
て(結び付けて)、認知物体を判断物体としてデータテーブルの別エリアに記憶する。なお
、物体を認知した後には、検知判断処理部１４３は、その物体をトラッキングし、テーブ
ル情報のどの情報から移動してきた情報かをたどれるようにトラッキング情報として、自
車位置情報や認知物体、判断物体等とともに(関連付けて)情報記憶部１４４(のデータテ
ーブル)に記憶する。
【００３６】
　ステップＳ１０９にて、検知判断処理部１４３は、図３記載のデータテーブルにおける
トラッキング情報を参照し(換言すれば、認知物体にトラッキング情報が有るか否かを判
断し)、認知物体にトラッキング情報が有る場合には、ステップＳ１１０に進み、認知物
体にトラッキング情報がない場合には、ステップＳ１１３に進み、処理を終了する。
【００３７】
　ステップＳ１１０にて、検知判断処理部１４３は、図３記載のデータテーブルにおける
トラッキング情報上で直前のトラッキング情報における認知物体とセンサ認識認知部１４
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１で認知された認知物体とを比較し、それらの比較結果が一致する場合には、ステップＳ
１１３に進み、処理を終了する。一方で、一致しない場合には、ステップＳ１１２に進む
。
【００３８】
　ステップＳ１１２にて、検知判断処理部１４３は、図３記載のデータテーブルにおける
トラッキング情報をさかのぼり、センサ認識認知部１４１で認知された認知物体の情報(
認知情報)にて情報記憶部１４４のデータテーブルにおける判断物体の情報(判断情報)を
更新し(特に、図３のNo.3以前参照)、その後、ステップＳ１１３に進み、処理を終了する
。
【００３９】
　ステップＳ１０６にて、認知物体と判断物体とが一致しない場合には、ステップＳ１１
１にて、検知判断処理部１４３は、図３記載のデータテーブルにおける判断物体(判断情
報)に基づき、車両制御情報(つまり、制御信号)を生成し、車両制御装置１７に出力し、
その後、ステップＳ１１３に進み、処理を終了する。
【００４０】
　このように、本実施形態では、ノイズキャンセル学習装置１４の検知判断処理部１４３
は、認知物体及び自車位置情報と関連付けて、認知物体を判断物体として情報記憶部１４
４(のデータテーブル)に記憶させておき、自車位置推定部１４２で推定された自車１の位
置に基づいて、センサ認識認知部１４１で認知された認知物体と情報記憶部１４４(のデ
ータテーブル)に記憶させた判断物体とが一致しているか否かを判断して、センサ認識認
知部１４１で認知された認知物体の正否を判断する。すなわち、路上落下物等の制御対象
物と誤認知した対象物(路面の傷や補修跡等)をその位置情報と共に車両１の情報記憶部１
４４(のデータテーブル)に記憶させておく。より詳しくは、誤認知した物体を認知した自
車位置の情報と物体までの距離等を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶させ、且
つ正しい認知情報を判断情報として、データテーブルの別エリアに記憶させておき、次回
その場所と同じ場所を走行する際にその記憶情報を用いて走行制御できるので、次回同じ
場所では無駄な減速等の処理をしないように当該車両１を制御することが可能となる。
【００４１】
　また、本実施形態では、認知情報と判断情報をともに記憶する構成としたが、判断情報
のみを記憶することにより、メモリ容量の削減を実現することが可能となる。
【００４２】
＜データテーブルの他例（その１）＞
　次に、前記情報記憶部１４４に格納されたデータテーブルの他の構成に関して、図２、
図３、図４を用いて説明する。
【００４３】
　図４では、図３記載のデータテーブルに加えて、図２におけるステップＳ１０８にて、
検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推定された自車位置情報、センサ認識
認知部１４１で認知した物体、その時の物体の認識パタン、物体までの距離、及び、物体
を認知した時刻を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。
【００４４】
　これにより、例えば通常時は誤認知しないが、日の出や日の入り時刻等の太陽光の影響
により誤認知が発生するような場合のノイズキャンセル処理を実現することが可能となる
。(日中や夜間には同場所でも誤認知が発生しない)
【００４５】
＜データテーブルの他例（その２）＞
　次に、前記情報記憶部１４４に格納されたデータテーブルの他の構成に関して、図２、
図４、図５を用いて説明する。
【００４６】
　図５では、図４記載のデータテーブルに加えて、図２におけるステップＳ１０８にて、
検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推定された自車位置情報、センサ認識
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認知部１４１で認知した物体、その時の物体の認識パタン、物体までの距離、物体を認知
した時刻、及び、天候を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。
【００４７】
　これにより、例えば晴れた日中に太陽光の影響により誤認知が発生するような場合のノ
イズキャンセル処理を実現することが可能となる。(曇りや雨の日には同時刻でも誤認知
が発生しない)
【００４８】
　なお、図５では、時刻及び天候を記憶する構成としたが、天候のみを記憶しても良いこ
とは勿論である。
【００４９】
＜データテーブルの他例（その３）＞
　次に、前記情報記憶部１４４に格納されたデータテーブルの他の構成に関して、図２、
図６を用いて説明する。
【００５０】
　図６では、図２におけるステップＳ１１０にて、検知判断処理部１４３は、図６記載の
データテーブルにおけるトラッキング情報上で直前のトラッキング情報における認知物体
とセンサ認識認知部１４１で認知された認知物体とを比較し、それらの比較結果が一致す
る場合には、誤検知フラグ"0"を設定し(特に、図６のNo.4以降参照)、その後、ステップ
Ｓ１１３に進み、処理を終了する。一方、一致しない場合には、ステップＳ１１２に進む
。
【００５１】
　図２におけるステップＳ１１２にて、検知判断処理部１４３は、図６記載のデータテー
ブルにおけるトラッキング情報をさかのぼり、予め設定された誤検知フラグを"1"に更新
し(特に、図６のNo.3以前参照)、その後、ステップＳ１１３に進み、処理を終了する。
【００５２】
　これにより、メモリ容量の削減を実現することが可能となるとともに、誤検知フラグが
設定されているところでは、車両１の制御を行わない等の処理の実現が可能となる。
【００５３】
＜データテーブルの他例（その４）＞
　次に、前記情報記憶部１４４に格納されたデータテーブルの他の構成に関して、図７を
用いて説明する。
【００５４】
　図７は、ある瞬間のみ物体を認知した場合の例である。例えば、高速道路を動物が横切
るような場合、その瞬間だけ見える(つまり、センサで認知する)がその後は見えないため
、誤認知として制御は行わず、また、次回通行した際にも瞬間的な(横切り的な)誤検知情
報として当該車両１の制御を実施することが可能となる。
【００５５】
＜データテーブルの他例（その５）＞
　次に、前記情報記憶部１４４に格納されたデータテーブルの他の構成に関して、図８を
用いて説明する。
【００５６】
　図８では、上記図７とは逆に、ある瞬間のみ物体を不認知した場合の例である。周辺地
物等の影響により瞬間的に物体を不認知した例であり、この場合にはトラッキング情報を
継続して(特に、図８のNo.5参照)、同一物体として取り扱う。
【００５７】
　これにより、瞬間的な不認知に対しても処理を継続することが可能となる。但し、不認
知期間がある所定期間だけ継続する場合には、本当に物体がなくなったと判定し(横切り
等の誤認知判断と等価)、対応した制御を行う。
【００５８】
［第２実施形態］
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　次に、本発明の他の実施形態について図９を用いて説明する。
【００５９】
　図９は、本発明に係るノイズキャンセル学習装置の第２実施形態を搭載した車両の概略
構成図である。図９において、図１と同様の構成要素には同符号を付しており、以下では
、図１との相違点について重点的に説明する。
【００６０】
　本第２実施形態において、１４５はノイズキャンセル学習装置１４に設けられたデータ
送受信部、３は車両１に配備されたデータ送受信用アンテナ、４は車両１の外部に設けら
れたネットワーク、５は車両１の外部に敷設されたデータセンタ、６は他車両である。
【００６１】
　本第２実施形態では、上記第１実施形態と同様、センサa1１１、センサa2１２、センサ
an１３にて、車両(自車)１の周囲を認識し、所定の周期にて、ノイズキャンセル学習装置
１４のセンサ認識認知部１４１に認識結果を送信する。
【００６２】
　センサ認識認知部１４１では、それぞれのセンサa1１１、センサa2１２、センサan１３
で認識した結果から、自車１の周囲に存在する対象物としての物体(歩行者、自転車、バ
イク、車両等)、及び、物体までの距離を認知する。
【００６３】
　一方、ノイズキャンセル学習装置１４の自車位置推定部１４２では、地図配信ユニット
１５に格納されている地図情報と、GPSアンテナ２を通して位置情報受信装置１６にて所
定の周期で受信した車両１の位置情報から、自車位置を推定する。
【００６４】
　ノイズキャンセル学習装置１４の検知判断処理部１４３は、ノイズキャンセル学習装置
１４の情報記憶部１４４に記憶されているデータテーブルを読み出し、自車位置推定部１
４２で推定された自車位置情報に一致する情報が格納されているか否かを判断する。一致
する情報(データ)がない場合、検知判断処理部１４３は、センサ認識認知部１４１で認知
された物体情報に基づき、自車１の走行制御に使用する車両制御情報を生成し、車両制御
装置１７に出力する。その後、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推定さ
れた自車位置情報、センサ認識認知部１４１で認知した物体(認知物体)、及び、物体まで
の距離等を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。
【００６５】
　一方、一致する情報(データ)がある場合、検知判断処理部１４３は、情報記憶部１４４
から読み出したデータテーブルに記憶されている物体までの距離、及び、その時の認識パ
タンと、センサ認識認知部１４１で認知した物体までの距離、及び、物体の認識パタンを
比較する。比較結果が一致しない場合、センサ認識認知部１４１で認知された物体情報に
基づき、自車１の走行制御に使用する車両制御情報を生成し、車両制御装置１７に出力す
る。その後、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部１４２で推定された自車位置情報
、センサ認識認知部１４１で認知した物体(認知物体)、及び、物体までの距離等を情報記
憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。また、比較結果が一致した場合、データテー
ブルに記憶されている判断物体に基づき、自車１の走行制御に使用する車両制御情報を生
成し、車両制御装置１７に出力する。その後、検知判断処理部１４３は、自車位置推定部
１４２で推定された自車位置情報、センサ認識認知部１４１で認知した物体(認知物体)、
及び、物体までの距離等を情報記憶部１４４(のデータテーブル)に記憶する。
【００６６】
　上記構成に加えて、本第２実施形態では、ノイズキャンセル学習装置１４のデータ送受
信部１４５は、所定の周期にて、データ送受信用アンテナ３を通して、情報記憶部１４４
に記憶されているデータテーブル(前記のように誤認識情報を含むデータテーブル)、及び
、当該車両１の車両情報を外部に出力・送信する。
【００６７】
　データセンタ５は、ネットワーク４経由で、車両１(のデータ送受信部１４５)から送信
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されたデータテーブル、及び、車両情報を保持し、所定の周期にて、車両１から送信され
た車両情報に基づき、センサ構成等が車両１と同種の他車両６に前記データテーブルを送
信する。なお、センサ構成等が車両１と同種の他車両６からも、前記データテーブルと関
連する情報を含むデータテーブルがデータセンタ５に出力・送信され、車両１(のデータ
送受信部１４５)は、データ送受信用アンテナ３を通して、所定の周期にて、データセン
タ５から前記データテーブルを受信する。
【００６８】
　車両１や他車両６は、データセンタ５、ネットワーク４経由で受信したこれらのデータ
テーブルに基づき、自身が走行したことのない場所・地域においても、データテーブルに
含まれる誤認識情報に基づき、不要の認知情報をキャンセルし、車両１や他車両６を適正
に制御することが可能となる。
【００６９】
　このように、本第２実施形態では、同じセンサ構成等の同種の車両同士が情報を共有す
ることで、初見で適正に走行可能な個所を増加させることができる。
【００７０】
　なお、本実施形態では、所定の周期にてセンサ構成等が車両１と同種の他車両６に関し
てデータを送信する構成に関して説明したが、位置情報に基づき、そのエリアに入った車
両にデータテーブルを送信したり、他車両６からのリクエストによりデータテーブルを送
信したり、データテーブル及び車両情報を一斉送信し、受信車両側で利用可否を判断する
方法でも、得られる効果に変わりはない。
【００７１】
　また、本実施形態では、他車両６として、センサ構成(センサa1１１、センサa2１２、
センサan１３の構成)が車両１と同種の車両を例示したが、例えば、車両の色、塗料の種
類、大きさ、カテゴリー(SUV車やコンパクト車など)等が車両１と同種の車両でも良い。
【００７２】
　また、当然ながら、他車両は、一台のみならず、何台でも良い。
【００７３】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、様々な変形形態が含まれ
る。例えば、上記した実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したも
のであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、
ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、
ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態
の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【００７４】
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能
等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することにより
ソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の
情報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記憶装置、また
は、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる。
【００７５】
　また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全
ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続さ
れていると考えてもよい。
【符号の説明】
【００７６】
１…車両、２…GPSアンテナ、３…データ送受信用アンテナ、４…ネットワーク、５…デ
ータセンタ、６…他車両、１１…センサa1、１２…センサa2、１３…センサan、１４…ノ
イズキャンセル学習装置、１５…地図配信ユニット、１６…位置情報受信装置、１７…車
両制御装置、１４１…センサ認識認知部、１４２…自車位置推定部、１４３…検知判断処
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